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在日コリアンをめぐる言語状況―歴史から未来を学ぶ―

中　島　智　子

1990 年代以降、日本の公教育におけるニューカマーの子どもの教育が注目される

ようになり、特に日本語教育と母語教育の問題が中心になっている。それらは、日本

の学校関係者や研究者の中では「未経験」の分野として試行錯誤が続けられてきたが、

オールドカマーといわれる在日コリアンの歴史をふり返ることで、現在の課題を整理

して方向性を見いだすことも可能ではないかという問題意識で、本報告は行われた。

在日コリアンの戦前期を「在日がニューカマーだった頃」という視点で見ると、

1930 年代半ばから日本生まれの子どもが増えたこと、不就学・日本語教育・母語喪

失が問題とされ、今日と同様な状況であった。家庭での親子間のコミュニケーション・

ギャップも指摘されていた。そういう中で、公立小学校で朝鮮語を教授するところも

わずかにあった。　次に、戦後については朝鮮語を学べる場の変遷を、民族学校と日

本の学校、その他に分けて解説した。民族学校は、その時々の文教政策によって大き

く影響を受けながらも、朝鮮語で教授する学校として存在を続け、今日ではカリキュ

ラム内容も定住化を反映して変化している。民族学校の中には、本国からの駐在者や

日本人が在籍したり、英語に力を入れた新モデル校が誕生している。日本の学校にお

いても、大阪や兵庫などを中心に朝鮮語を学習できるような学級や科目の設置が行わ

れている。

このように、民族学校では「しなやかに、かつ、したたかに」朝鮮語の教育を継続し、

日本の学校でもわずかな制度的政策的裏付けを活用して母国語を学べる場を保障して

きている。その場合、言語教育の目的は、実用よりもアイデンティティの根拠におか

れている場合が多い。また、長い年月の中で継承が失われてきた言語の教育を要求す

るには困難が伴っている。これらのことは、ニューカマー教育の今後を見通すために

も参照される意義があろう。

（プール学院大学）
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〈発表 1〉

国語科の新旧学習指導要領について

棚　橋　尚　子

日本語母語話者の母語に関する教育は「国語」という科目名称で明治 33 年から続

いてきた。戦後、アメリカの影響を受けて成立した学習指導要領は、時代の要請にし

たがってほぼ 10 年間隔で改訂されてきた。平成 10 年に告示された学習指導要領は、

いわゆる「ゆとり教育」の牽引車としての役割を果たすはずであったが、教育内容が

浅薄であることへの教育現場や社会からの反発、PISA 調査における読解リテラシー

の不振などの問題から平成 20 年には、大きく軌道を修正することとなった。学習指

導要領はもともと中央教育審議会の答申を受けて作成されるものであるが、平成 20

年の改訂に大きな影響を与えたのが、平成 16 年に文化審議会の出した答申「これか

らの時代に求められる国語力について」である。この答申における国語力既定の在り

方、また、伝統的な文化重視の姿勢は当時協議され平成 18 年に改正 1 された教育基本

法成立の流れと相俟って平成20年の学習指導要領に結実した。この学習指導要領では、

国語以外の教科でも「言語活動の充実」を行うことを課し、言語が思考・判断・表現

の中核であることを明示した。さらに、従前の「言語事項」の内容を整理し厚みを持

たせ「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」という分野を新設した。

新学習指導要領では、「言語活動の充実」とともに改訂のポイントいくつかあげられ

ているが、児童生徒は自分の考えを持ち、それを説明することを求められるとともに、

いわゆる「古典」について幅広く学習することになっていくのである。

1）断るまでもないが「改正」は法律についての用語であり、価値内容の判断ではない。

（奈良教育大学）
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